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★総務課  TEL.027-221-4028　内線 4805

群馬県庁生活協同組合  県庁生協グループ保険

※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
 ・ 医療保障 基本型：短期入院特約付家族特約付医療保障保険（団体型）【生命保険】
 ・医療保障 治療費支援型：家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付特約付無配当団体医療保険【生命保険】
 ・グループ保険制度：年金払特約付災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付団体定期保険【生命保険】
 ・医療保障 充実型：健康サポート・キャッシュバック特約（集団定期用）付代理請求特約〔 Y 〕 付集団扱無配当医療保険【生命保険】
 ・医療保障 充実型プラス：医療保険【損害保険】
※グループ保険制度は共同取扱契約であり、明治安田生命保険相互会社が他の引受保険会社の委任を受けて事務を行います。
※引受保険会社は、それぞれの引受金額により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等は変更されることがあります。

■連絡先
県庁生協：総務課
●外線 027-221-4028
●内線 4805

昨年10月の推進期間は大変お世話になりました。
今年も生協組合員だけの助け合いの制度であるグループ保険を通じて、
みなさまのお役に立てるよう努力してまいります。

■引受保険会社
明治安田生命保険相互会社（事務幹事)
日本生命保険相互会社/第一生命保険株式会社/
明治安田損害保険株式会社（損害保険部分）

〈制度や保障内容に関するお問い合わせ先〉
明治安田生命保険相互会社 公法人第三部法人営業第二部
〒１１０－０００６ 東京都台東区秋葉原５‒９  明治安田生命秋葉原ビル８F
TEL ０３‒５２８９‒７５９０（９：００～１７：００ 除土日・祝日）

ご用意いただく書類とご提出方法
（1）請求書
（2）診療明細書
（3）入院診療明細書
（4）手術同意書

必要書類をご用意いただき、スマートフォンやタブレットのカメラ機能を
利用して撮影してください。

※1：書類が20枚を超える場合はWed請求出来ませんので書類でお手続きください。
※2：ファイル形式は「.jpg」「.jpeg」「.png」「.gif」.ファイルサイズは1ファイルあたり8MBまでとなります。
　　 ※iphone7以降等をご利用の場合、「カメラ」の設定画面から「フォーマット」を「互換性優先」に変更してください。

3. お手続きの流れ

～「みんなのMYポータル」アプリ登録のお願い～

～Web 請求のご案内～

アプリのご登録がまだの方は、10月に配布した更新資料に同封の「みんなのMYポータルはがきシーラー」の
IDにて登録をお願いいたします。
はがきを紛失してしまった場合は、明治安田までご連絡ください。

県庁生協グループ保険では、上記のアプリからWeb でのご請求も受け付けております。
書類の送付などの手間が省け、スムーズにお手続きいただけますのでぜひご利用ください。

新規登録・操作方法で
お困りの方は

〈みんなのMYポータルサポートセンター〉

0120-565-609 平日9：00～18：00
（土曜・日曜・祝日・年末年始は覗く）

※音声ガイダンスで案内される番号は「02」を選択してください
※操作方法以外のお問い合わせについては県庁生協または、みんなのMYポータル内「お問い合わせ」に記載の「総合照会窓口」にご連絡ください

•医療保険【損害保険】の女性疾病入院保険金または女性疾病手術保険金で悪性新生物（がん）を原因とするご請求の場合
・高度障害保険金、特定疾病保険金、集中治療給付金や先進医療給付金を同時にご請求の場合
・組合員本人以外が受取人になる給付金を同時にご請求の場合
・入院日や手術日が3年以上前の日付のご請求の場合

ただし、次のいずれかに該当する場合はWeb請求できません。
該当する場合は県庁生協に所定請求書をご依頼いただき、書面でお手続きください。

□入院に関する給付金 □手術や放射線治療などに対する給付金
Web請求いただけるのは、以下の給付金です。
2.手続き可能な給付金

Web請求のご利用対象は、下表の保険商品で組合員本人が受取人となる給付金のご請求です。
1.ご利用対象

※ご加入商品が不明な場合は、「みんなのMYポータル」のご加入内容一覧や「ご加入内容のお知らせ」をご確認いただくか、県庁生協にお問い合わせください。

・医療保障 基本型、医療保障　治療費支援型
・グループ保険制度、医療保障　充実型
・医療保障　充実型プラス

本人

○
○
○

配偶者

○
×
×

こども

○
×
×

ご加入者
保険商品
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